
令和７年度 牛深地区小・中・高校ＰＴＡ合同研修会の概要 

 

第１部 「警察対応のトラブル事例から学ぶ」 

        牛深警察署 刑事・生活安全係長 森下 英典 様  

 

少年事件の当事者（加害者）になるとどうなるか 

 ・事件として警察に検挙され「処分」をうける → 「処罰」ではない（少年法適用） 

 ・マスメディアを通じて「報道」される → ただし氏名公表されない（少年法適用） 

 ・ネット民からの攻撃を受ける → 個人情報（氏名・住所・学校等）が特定される 

 ・学校や親の職場に対する苦情の電話がかかってくる → 仕事などに大きな支障が出る 

 ・ユーチューバーなどが自宅や学校に押しかけてくる → 転校・転居・転職を余儀なくされる 

 ・熱が冷めてもネット上に「記録」が残る ※ネット上の記録＝デジタル・タトゥー 

 

「デジタル・タトゥー」の恐ろしさ 

 ・ネット上のデータは全世界に広がる → 消したくても「絶対に」消すことはできない 

 ・少年時代の記録が将来の就職や結婚などの障害になりうる 

 

詐欺事件の増加 

 ・実在する会社や警察などを語る詐欺電話（研修会では実際にあった電話音声を紹介） 

 ・相手はどうにかして「個人情報」を聞き出そうとする 

 → こちらから「氏名」「生年月日」などの「個人情報」を伝えてはいけない！ 

 → 不審な電話だと思ったら「こちらからかけ直す」と言って相手の電話番号を尋ねる！ 

 

親の心得 

 ・「少年時代のわずか１回の過ちが家族全員の人生を大きく左右する」と心得る！ 

 ・「情報端末は親が子供に貸し与えたもの」という意識を子供にしっかり植え付ける！ 

 ・子供の状態を常に気に掛ける（子供の変化を見逃さない！） 

 ・相談しあえる親同士・親と教師との関係を築く 

 

安全対策 

 ・家庭でのスマートフォン利用をコントロールする → 家庭でのルールづくりと指導 

・「フィルタリング」や「ウイルス対策」は常に最新のものにアップデートしておく 

   → フィルタリング・・・利用者が危険なサイトに接続するのを防ぐ ★子供を守る 

→ ウイルス対策・・・・ウイルスが端末に入ってくるのを防ぐ   ★機械を守る 

 

 
 
 
 
 



第２部 「インターネットの安心安全な使い方 

      ～ネットの被害者にも加害者にもさせないために～」 

         e-ネットキャラバン講師 大坪 一郎 様  

 

法改正に伴う生活環境の変化 

 ・民法改正による「成年年齢引き下げ」 → １８歳になると「未成年者取消権」が行使できない 

 ・少年法改正による「少年」と「特定少年」の区分 → 実名・顔写真付き報道の対象となる 

 ・刑法改正による「侮辱罪」の厳罰化 → インターネットを介した事例への侮辱罪適用に注意 

 

ネット依存が引き起こす深刻な事態 

 ・特に道路交通法改正による令和８年４月からの自転車運転に対する罰則強化に注意 

   → １６歳以上を対象に自転車の「ながらスマホ」には青キップによる反則金が課される 

   → 深刻な交通事故・交通違反の場合は１４歳以上に罰則が適用される 

 ・ネットいじめの当事者にならないよう注意 

   → 加害者と被害者の逆転現象（被害者からの損害賠償請求訴訟など） 

   → いじめ動画の撮影・拡散に関与することによる法的責任の発生など 

 

スマートフォン・インターネットの特徴を知る 

 ・インターネットの利用は無料だがインターネット接続業者（プロバイダ）契約は有料 

・プロバイダによって所有者の情報が管理されている 

 ・ＳＩＭにより「位置情報」が常にとらえられている 

 ・電子記録は「消してもなくならない！」＝「見えなくなるだけ」でしっかり保存されている 

   → プロバイダが持っている情報と端末のメモリーから「電子記録」は必ず再現できる 

   → ネット犯罪に関与した場合は必ず特定される（逃れることはできない） 

 ・ＧＰＳ機能は２種類ある（本体のＧＰＳ：off にできない、アプリのＧＰＳ：off にできる） 

 

インターネット利用上の注意点 

・ＳＮＳサービスはすべて外国製 → プログラムそのものに危険が潜んでいる可能性 

・生成 AI の進化 → 本物と偽物を区別する（偽物を見抜く）ことが難しくなっている 

・詐欺被害の劇的な増加 → 電話に出ない！ 着信拒否設定！ 警察に連絡！ 

電話番号スプーフィッシング詐欺（実在する警察や団体の電話番号を偽装表示させる） 

着信課金番号（0800）や国際電話番号（+800 +1 アメリカ +44 など）からの着信 

・アイフォーン（iOs）とアンドロイドの違いを知る 

   → ペアレンタルコントロール（保護者による子供の端末管理）の対象が異なる 

   → アンドロイドは一括して対象とできるがアイフォーンはアプリごとの設定が必要 

 

ネットの被害者にも加害者にもさせないために 

 ・「ルール作り」「機器とアプリの設定」「フィルタリング」 

・子供の変化を見逃さない！ 

・心にスキを作らない → 「自分だけは大丈夫」などという気持ちが一番危ない！  

  


